
お問い合わせ：福祉健康課　国保係　☎９６６－１２０７

恩納村国民健康保険税収納対策緊急プラン
　安心して医療が受けられる国民健康保険制度の維持と財源の安定化を図ることを目的として、つ
ぎのとおり収納対策緊急プランを実施していきます。

●国保の加入、喪失等の手続きについて広報誌やホームページ等で広く周知し、早めの届け出を勧
　奨する。
●留学、就労等の短期滞在外国人の状況把握に努め、受け入れ先と協力し、必要となる手続きの周
　知や納付勧奨を行う。
●税務課と連携し、所得未申告者への申告勧奨を行い、適正課税を行う。
●効率的な収納業務と収納率向上を目指すため、新規加入時に窓口での口座振替を勧奨し、振替率
　５０％以上を目標とする。
●滞納世帯の状況を分析し、生活困窮世帯の発見に努め、他制度へ繋げる等、他係との連携を密に
　し、きめ細やかな対応に努める。
●預貯金調査、給与、不動産、国税還付金等の調査を行い、資力の確認に努め、滞納処分を効率よく
　行う。

資格期間が10年以上あれば年金を受け取れます。
　年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）がこれまでの 25 年から 10 年に短縮
され、資格期間が 10 年以上あれば年金を受け取れるようになりました。

★資格期間とは？
　①　国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
　②　サラリーマンの期間  （船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加
　　　入期間）
　③　年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間
　　  （カラ期間と呼ばれる合算対象期間。例：海外在住期間等）
　　これらの資格期間を合計したものが「資格期間」です。

　　年金の額は納付した期間
に応じて決まります。
　40 年間保険料を納付された
方は、満額を受け取れます。
（10 年間の納付では、受け取る年金
額は概ねその 4 分の 1になります）

　対象となる方は、手続きが必要です。
　新たに年金が受け取れるようになる資格期間が 10
年以上 25 年未満の方には、日本年金機構より「年金
請求書」が郵送されます。
　お手元に届いた「年金請求書」に必要事項をご記入の
上、必要書類と併せて、請求手続きをされてください。

黄色い封筒が届いた方は年金が受け取れます。今すぐ予約の電話を！！
ねんきんダイヤル　0570-05-1165

お問い合わせ：名護年金事務所　☎０９８０-５２-２５２２
　　　　　　　村民課　年金係　☎９６６－１２０５

恩納村国民健康保険税収納対策緊急プランより抜粋

注

　廃棄物処理法では、「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと厳しく制し
ています。そのため、家庭や事業場から出た廃棄物を野焼き又はドラム缶や一斗缶などで焼却する
ことはできません。また、小型焼却炉であっても、法で定められた構造基準を満たさないものは使用
できません。

野外焼却は罰則の対象となり、５年以下の懲役もしくは１，００
０万円以下の罰金又はこの併科、法人はさらに両罰規定で３億
円以下の罰金に科せられます。

お問い合せ：村民課　生活環境係　☎９６６－１２０５

野外焼却は禁止されています！

農地利用状況調査の実施について
　農地法の規定により、毎年、村内全域の農地を対象と
し、農地利用状況調査（農地パトロール）を実施していま
す。この調査は、農地利用の総点検、遊休農地の発生防
止、解消及び違反転用対策を重点的に行っています。

【 期 　 間 】 ８月１日～９月３０日
【調査対象】 村内全ての農地
【 調 査 員 】 農業委員、農地利用最適
            　化推進委員、事務局

遊休農地は課税が強化されます！

１．増税の対象となる遊休農地
（１）農業振興地域内にある農地
（２）遊休農地または遊休化のおそれがある農地
（３）利用状況調査で遊休農地と判断された農地
（４）利用意向調査で意思表明がない農地
（５）利用意向調査から６ヶ月経過しても、意向通
　  り改善がされていない農地
（６）農業委員会から中間管理機構との協議勧告を
　  受けた農地
※上記の項目に全て当てはまる農地について
　は、増税の対象となります。

２．課税強化
　通常の農地評価額が 1.8 倍になる見込みで
す。

３．実施時期
　毎年１月１日が固定資産税の賦課期日となっ
ていますので、平成３１年１月１日時点で協議勧
告が行われている場合に課税強化が行われるこ
とになります。

◆遊休農地とは？ （農地法第３２条）
①１年以上にわたって耕作されておらず、今
　後耕作されないと見込まれる農地。
②周辺の農地と比べて著しく低利用となって
　いる農地。
◆利用意向調査とは？
利用状況調査で遊休農地と判断された農地
所有者等に対し、利用意向を確認します。
◆農業振興地域とは？
恩納村農業振興地域整備計画により、農業を
推進することが必要と定められた地域のこ
と。
◎確認のお願い
農業委員会からの通知の回答はお済です
か？
　昨年度の利用状況調査において、遊休農
地と判断された農地については、農業委員会
から所有者に対し、平成２９年１１月３０日付
けで利用意向調査書を発送しています。
　回答がまだの方は、お早めに回答をお願い
します。

お問い合わせ：農業委員会　☎９６６－１２０４
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